
徳島県スポーツ推進条例（案）に係る
パブリックコメントの募集結果

１ 募 集 期 間 平成２５年１２月１８日（水）～平成２６年１月１６日（木）

２ 意見提出者数及び件数 ６名，６件

３ 御意見の概要と考え方について

No. 御意見の概要 御意見に対する考え方

１ 条例の趣旨に賛同します。最近は，東京オリンピ 趣旨に御賛同いただきありがと
ックの誘致や徳島ヴォルティスのＪ１昇格など，ス うございます。
ポーツに関する明るいニュースが多く，また，とく 議会では，条例を制定すること
しまマラソンが人気であるせいか，老若男女を問わ によって，スポーツの重要性を県
ずランニングを楽しんでいる人が増えてきたように 民の皆様と改めて見つめ直し，県，
思います。これからもっとスポーツで徳島が盛り上 市町村，スポーツ団体，事業者と
がるように，がんばってください。 の協働によってスポーツを推進

し，スポーツによる明るく豊かな
県民生活を実現することを目指し
ております。

２ 最近は，徳島県でもタッチラグビー教室やボルダ 趣旨に御賛同いただきありがと
リング体験などマイナーなスポーツを体験できる機 うございます。頂いた御意見は，
会が増え，喜んでおります。推進条例ができました 今後の条例運用の参考とするよ
ら，気軽に，色々なスポーツに触れあえる機会をど う，県の関係部局にお伝えします。
んどん増やしていただければと思います。

３ スポーツ推進条例の制定に賛成します。
特に，条例第10条に出てくる地域スポーツクラブ

の役割が，今後，ますます重要になってくると思い
ますので，県や市町村は，指導者の育成や，ＰＲの
支援などに力を入れてほしいと思います。

４ 条例ができることはいいことだと思います。ただ，
第10条のライフステージに応じたスポーツ活動の推
進のところで，「県は，年齢に応じて身近にスポーツ
に親しむことができるよう，スポーツ活動に参加す
る機会の提供」に努めるとしていますが，働いてい
る世代にとっては，夜間に（特に室内で）気軽にス
ポーツを楽しめる場所が必要なのに，そういう場所
が少ないことが問題だと思います。

５ スポーツを楽しみたい社会人には，夜遅くに利用
できる施設がない。あったとしても午後８時から９
時には閉まってしまう。安い使用料で，午後11時く
らいまで使用できる施設がほしい。条例ができて，
そのようなことが進んでいけばいいと思う。

６ 今気になっているのは，泳げる子供が少なくなっ
てきているということです。昔は，スイミングスク
ールに通わなくても，ほとんどの子供が泳げていた
ように思います。体育の授業が昔と比べて減ってい
るのかも知れませんが，水泳だけでなく，走ったり，
鉄棒をしたり，ボールを投げたりといった基本的な
運動が，子供時代に身につけられるよう，大人が考
えていかなければいけないと思いますので，条例で
スポーツを推進することは大事だと思います。


